
姶良市衛生協会ごみ減量対策助成金交付要綱 

 

（目的等） 

第 1条 この要綱は、ごみ減量運動の一環として、家庭生ごみの自家処理を促進し、かつ

資源物のリサイクルを推進するため、生ごみ減量機器又は分別ごみ容器(以下「機器」

という。)を設置並びに購入する者に対し、ごみ減量対策助成金(以下「助成金」という。) 

を交付し、家庭から排出される生ごみ及びごみの分別減量化と、ごみ減量意識の高揚を

図ることを目的とする。 

（定義） 

第 2条 この要綱において、「生ごみ減量機器」とは、生ごみを安全かつ衛生的に減量化 

し、又は堆肥化する機器をいう。また「分別ごみ容器」とは、缶・びん等の資源物を分

別収納する容器をいう。 

（助成金の対象者） 

第 3条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければな

らない。若し各号のいずれかに違反した場合は助成金の返還をしなければならない。 

 (1) 市内に住所を有し、かつ居住していること。 

(2) 市内に販売店等から購入した新規機器を設置すること。 

ただし、販売店等とは家電製品取扱店および各メーカーのインターネット販売をいい、

個人およびリサイクルショップでの売買は含まない。 

(3) 申請を行う際は、領収書並びに保証登録証(いずれも原本)を提示すること。 

 (4) 前号に定めることについて、販売店等に改ざんを求めないこと。 

（助成金の額等） 

第 4条 助成金の額は、機器 1基につき購入価格の 2分の 1以内とし、生ごみ減量機器電

気式にあっては別表１のとおりとする。その他の機器については１回の購入につき、５

基を限度とする。 

 2 助成は 1世帯(同居世帯については 1世帯とみなす。) につき、次のとおりとする。 

 (1) 生ごみ減量機器電気式 1 基 

 (2) その他の生ごみ減量機器 当該年度において理事会で決定する。 

 (3) 分別ごみ容器 一体型、連結式を含め当該年度において理事会で決定する。 

（助成金の交付申請等） 

第 5条 助成金を受けようとする者は、次の各号に定める申請期限までに申請書様式第 1

号(第 5 条関係)を姶良市衛生協会長(以下「会長」という。) に提出しなければならな

い。 

(1) 第１期（ ４月１日から ６月３０日まで）申請期限  ７月  ５日 

(2) 第２期（ ７月１日から ９月３０日まで）申請期限１０月  ５日 

(3) 第３期（１０月１日から１２月３１日まで）申請期限  １月 ５日 

(4) 第４期（ １月１日から ３月３１日まで）申請期限 ３月３１日 

2 機器の斡旋方法については、当該年度において理事会で決定するものとする。 

（助成金の交付決定及び交付） 

第 6条 会長は前条の申請を受理したときは内容を審査し、その結果適当と認めたとき 

は助成金交付決定を行い、交付するものとする。 

（助成金の交付決定の取り消し及び返還） 

第 7条 会長は前条の助成金の交付を受けた者が次の各号に該当すると認められた場合 

は、助成金の交付決定を取り消し、またはすでに交付した助成金の全部若しくは一部を

返還させることができる。 



(1) 助成金交付申請書等その他の関係書類に虚偽の記載があったとき。 

(2) この要綱に違反したとき。 

(3) その他会長の指示に違反する行為があると認めたとき。 

（販売店の責務） 

第 8条 販売店は次に掲げる責務を負い、各項のいずれかに違反した場合は、助成金対象

の販売店の資格を失う。 

(1) 販売店は、本事業年度始め又は協会長が指示した場合は、販売価格を記した申請書

様式第2号(第8条関係)とパンフレットを協会長に提出しなければならない。ただし、

年度途中の新規販売店又は販売しようとする追加機種については、その都度届け出る

ものとする。 

(2) 領収書並びに保証登録証の改ざんは絶対にしないこと。 

(3)  前号等の不正の行為により協会に損害を与えたときは、その事実を協会が調査し、

その事実が認められた時は、損害賠償を販売店に求めることについて意義は唱えない

ものとする。 

（帳簿等） 

第 9条 この事業には下記の帳簿を備える。 

(1) 現金出納簿 

(2) 歳入歳出整理簿 

(3) 物品受払い簿 

（事業年度） 

第 10 条 事業年度は、4月 1日から翌年 3月 31 日までとする。 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。  

 

附 則 

１ この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。 

２ この要綱は、令和２年 6月 11 日から施行し、令和 2年 4月 1日から適用する。 

３ この要綱は、令和４年 12 月 16 日から施行し、令和４年 4月 1日から適用する。 

 



生ごみ減量機器電気式助成額一覧

別表１(第４条関係）

(単位：円) (単位：円)

級 助成額 級 助成額

1 20,000 以下 購入価格の1/2 42 60,001 ～ 61,000 以下 30,500

2 20,001 ～ 21,000 以下 10,500 43 61,001 ～ 62,000 以下 31,000

3 21,001 ～ 22,000 以下 11,000 44 62,001 ～ 63,000 以下 31,500

4 22,001 ～ 23,000 以下 11,500 45 63,001 ～ 64,000 以下 32,000

5 23,001 ～ 24,000 以下 12,000 46 64,001 ～ 65,000 以下 32,500

6 24,001 ～ 25,000 以下 12,500 47 65,001 ～ 66,000 以下 33,000

7 25,001 ～ 26,000 以下 13,000 48 66,001 ～ 67,000 以下 33,500

8 26,001 ～ 27,000 以下 13,500 49 67,001 ～ 68,000 以下 34,000

9 27,001 ～ 28,000 以下 14,000 50 68,001 ～ 69,000 以下 34,500

10 28,001 ～ 29,000 以下 14,500 51 69,001 ～ 70,000 以下 35,000

11 29,001 ～ 30,000 以下 15,000 52 70,001 ～ 71,000 以下 35,500

12 30,001 ～ 31,000 以下 15,500 53 71,001 ～ 72,000 以下 36,000

13 31,001 ～ 32,000 以下 16,000 54 72,001 ～ 73,000 以下 36,500

14 32,001 ～ 33,000 以下 16,500 55 73,001 ～ 74,000 以下 37,000

15 33,001 ～ 34,000 以下 17,000 56 74,001 ～ 75,000 以下 37,500

16 34,001 ～ 35,000 以下 17,500 57 75,001 ～ 76,000 以下 38,000

17 35,001 ～ 36,000 以下 18,000 58 76,001 ～ 77,000 以下 38,500

18 36,001 ～ 37,000 以下 18,500 59 77,001 ～ 78,000 以下 39,000

19 37,001 ～ 38,000 以下 19,000 60 78,001 ～ 79,000 以下 39,500

20 38,001 ～ 39,000 以下 19,500 61 79,001 ～ 80,000 以下 40,000

21 39,001 ～ 40,000 以下 20,000 62 80,001 ～ 81,000 以下 40,500

22 40,001 ～ 41,000 以下 20,500 63 81,001 ～ 82,000 以下 41,000

23 41,001 ～ 42,000 以下 21,000 64 82,001 ～ 83,000 以下 41,500

24 42,001 ～ 43,000 以下 21,500 65 83,001 ～ 84,000 以下 42,000

25 43,001 ～ 44,000 以下 22,000 66 84,001 ～ 85,000 以下 42,500

26 44,001 ～ 45,000 以下 22,500 67 85,001 ～ 86,000 以下 43,000

27 45,001 ～ 46,000 以下 23,000 68 86,001 ～ 87,000 以下 43,500

28 46,001 ～ 47,000 以下 23,500 69 87,001 ～ 88,000 以下 44,000

29 47,001 ～ 48,000 以下 24,000 70 88,001 ～ 89,000 以下 44,500

30 48,001 ～ 49,000 以下 24,500 71 89,001 ～ 90,000 以下 45,000

31 49,001 ～ 50,000 以下 25,000 72 90,001 ～ 91,000 以下 45,500

32 50,001 ～ 51,000 以下 25,500 73 91,001 ～ 92,000 以下 46,000

33 51,001 ～ 52,000 以下 26,000 74 92,001 ～ 93,000 以下 46,500

34 52,001 ～ 53,000 以下 26,500 75 93,001 ～ 94,000 以下 47,000

35 53,001 ～ 54,000 以下 27,000 76 94,001 ～ 95,000 以下 47,500

36 54,001 ～ 55,000 以下 27,500 77 95,001 ～ 96,000 以下 48,000

37 55,001 ～ 56,000 以下 28,000 78 96,001 ～ 97,000 以下 48,500

38 56,001 ～ 57,000 以下 28,500 79 97,001 ～ 98,000 以下 49,000

39 57,001 ～ 58,000 以下 29,000 80 98,001 ～ 99,000 以下 49,500

40 58,001 ～ 59,000 以下 29,500 81 99,001 以上 50,000

41 59,001 ～ 60,000 以下 30,000 ※購入価格は消費税を含む。

※購入価格20,000円以下は，助成額1/2

(100円以下を切捨てた額とする。)

購入価格 購入価格


